
徳島市行財政健全化市民会議 設置要綱

（目的）

第１条 本市の行財政健全化の取組みについて、市民の意見を反映させるため、徳島市行財政

健全化市民会議（以下「市民会議」という。）を設置する。

（任務）

第２条 市民会議は、市が指定する事項に対し、幅広い視点から検討し意見を述べる。

（委員）

第３条 市民会議は、委員１０人以内をもって組織する。

２ 委員は、学識経験者、各種団体代表者等及び公募市民のうちから、市長が委嘱する。

３ 前項の公募市民の要件その他の公募に関する事項は、市長が別に定める。

４ 委員の任期は、就任した日の属する年度の３月末日までとする。ただし、再任はさまたげ

ない。

（会長及び副会長）

第４条 市民会議に会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。

３ 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

４ 副会長は、委員の内から会長が指名する。

５ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

（会議）

第５条 市民会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項に

ついて説明又は意見を聞くことができる。

（解散）

第６条 市民会議は、その任務が達成されたときに解散する。

（事務局）

第７条 市民会議の事務局は、総務部行政管理総室行財政経営課とする。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営等に関し必要な事項は、会長が市民会

議に諮り決定する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年６月１１日から施行する。


